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100 条委員会とは
　地方自治法第 100 条を根拠とする議会の調査権
を「100 条調査権」、議会からその調査権を委任さ
れた委員会のことを ｢100 条委員会｣ といいます。
　その設置目的は、地方公共団体の事務の妥当性が
疑われる場合に、その経緯や、事務執行が適切かな
どについて調査することです。この調査に対する出
頭拒否や偽証について、議会には告発する権限が与
えられています。
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市庁舎屋上に設置されている太陽光発電パネル
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す い た 市 議 会 だ よ り

　市では、吹田市グリーンニューディール基金を活用し、平成22年（2010年）度、平成23年（2011年）
度に民間企業への省エネ改修の助成を実施しましたが、約3,600万円の残額が出ました。市では、基金の残額
を本庁舎の省エネ化に活用することにし、①共用部分の照明のＬＥＤ化、②窓ガラスへの断熱フィルム貼り付け、
③屋根の高遮熱塗装の３事業について入札を実施したところ、落札額が予定額を大きく下回ったため、約2,500
万円の残額が出ました。そこで、さらに、④庁舎屋上への太陽光発電システムの設置、⑤上記①の一部の仕様
変更、⑥窓のペアガラス化の３事業を追加実施しました。
　昨年９月定例会の質問で、基金の期限である平成23年（2011年）度末までに、④の工事を終わらせるため、
入札を行わずに、市長の後援会の幹部が経営する企業と約2,250万円で単独随意契約を結んだことが明らかに
なりました。

グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務等に関する調査特別委員会
委　員　構　成

　市議会では、昨年11月12日に全員協議会を開催し、市側から説明を受けましたが、複数の会派から、真
相を究明するため、地方自治法第100条の規定に基づく調査を行うべきであるとの意見が出されました。
　そこで、市議会は、11月臨時会（11月 26日開催）で「グリーンニューディール基金に係る随意契約及び
関連業務等に関する調査特別委員会」（通称 :100条委員会）を設置し、委員会とその準備会により調査を進め
ています。

◎和田　　学　○小北　一美　　梶川　文代　　足立　将一　　池渕佐知子　　吉瀬　武司
　木村　　裕　　村口　　始　　奥谷　正実　　柿原　真生� （◎が委員長、○が副委員長）

委員会の開催状況と協議内容
【第１回】平成 24年（2012年）12月３日
　　�１、調査事項等について
　　�２、12月定例会と本特別委員会の開催について
　　�３、次回特別委員会の開催について
【第２回】平成 25年（2013年）１月８日
　　�１、資料要求について
　　　　（市や施工業者などに 57件の資料を要求することを決定しました。）
【第３回】平成 25年（2013年）１月 25日
　　�１、資料要求について
　　　　（市や施工業者に 17件の資料を要求することを決定しました。）
　　� 2、参考人の出席要請について
　　　　（市長、副市長のほか、９人の市職員を参考人として委員会に招致することを決定しました。）

　このほかにも、平成 24年（2012年）12月 17日、26日、平成 25年（2013年）１月４日、８日、
11 日、18 日、23 日、24 日、25 日、28 日に委員会開催のための準備会を開催しました。（平成 25 年�
（2013 年）１月末現在）詳細は、市議会のホームページをご覧ください。

吹田市グリーンニューディール基金とは
　地球温暖化対策への地方自治体の取り組みを支援する目的で、国が交付した補助金の受け皿として、平成
21年（2009年）度末に市が設置した基金。吹田市には、5,854 万円が交付されました。

これまでの経緯

市議会の動き

委員会開催の様子


